
自動車整備士資格改正関連通達 

【国自整第97号】（抜粋） 

新旧対照 

資料 １５ 

自動車整備士養成施設の指定等基準の新旧の比較対象である。 

（掲載については国交省担当官より了解を得ていること） 
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旧通達 新通達 

教育時間数は、学科 270 時間以上、実習 560 時間以上であること。 

学科 実習 
ア ⾃動⾞⼯学 
イ ⾃動⾞整備関連 
ウ ⾃動⾞の整備に関する法規 

ア ⾃動⾞整備作業 

Ⅰ−1−４ 教材 
教材は、⾃動⾞の基礎的な知識及び技能の教育に必要なもので、養成しようとする整備⼠の種類に
対応した次のものが⼗分確保されていること。 
(1) 教材⽤の⾞両は、同時に教育を受ける者20名に１両以上を備えること。ただし、⾃動⾞整備⼠
の種類を総合に限定した養成施設にあっては、四輪⾞を必須とし、⼆輪⾞の部分を教育する際には
⼆輪⾞に替えて⼆輪⾞特有の構造を⽰す教材でもよいものとする。 
(2) 教材⽤のエンジン等は、同時に教育を受ける者20名に１基以上備えること。また、全体の内エ
ンジンは1基以上含まれること。ただし、⾃動⾞整備⼠の種類を総合に限定した養成施設にあって
は、四輪⾞のエンジンが備えられていればよいものとする。なお、教材⽤の⾞両に搭載されている
エンジンを教材⽤のエンジンの数に含めて差し⽀えない。 
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旧通達 新通達 

Ⅰ−1−6 実習⽤機械設備 
同時に教育を受ける者の⼈数に応じて適切な数の別表１に掲げる機械設備を保有すること。なお、⾃
動⾞整備⼠の種類を⼆輪に限定した養成課程にあっては、別表２に掲げる機械設備を保有すること。 

Ⅰ−1−7 教育を⾏う者の資格 
(1) 学科指導員 
学科指導員は、次の各号のいずれかに該当し、担当する科⽬について専⾨的な知識及び技能を有す
る者であること。 
① ⼀級⾃動⾞整備⼠（総合）の資格（⾃動⾞整備⼠の種類を⼆輪に限定する場合にあっては、⼀
級⾃動⾞整備⼠（総合）⼜は⼀級⾃動⾞整備⼠（⼆輪）の資格）を有する者 
② ⼆級⾃動⾞整備⼠（総合）の資格（⾃動⾞整備⼠の種類を⼆輪に限定する場合にあっては、⼆
級⾃動⾞整備⼠（総合）⼜は⼆級⾃動⾞整備⼠（⼆輪）の資格）を有する者 
③学校教育法による⾼等学校（旧中等学校令（昭和18年勅令第36号）による中等学校を含む。）⼜
は中等教育学校（以下「⾼等学校」という。）において機械、電気⼜は電⼦に関する学科を卒業し
た者 
④ 職業能⼒開発促進法（昭和44年法律第64号）による⾃動⾞整備科を免許職種とする職業訓練指
導員試験に合格した者（旧職業訓練法（昭和33年法律第133号)による⾃動⾞整備⼯を免許職種とす
る職業訓練指導員試験に合格した者を含む。） 
⑤ 前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者（⼀級⼜は⼆級課程の学科指導員の
資格を有する者（Ⅰ−３−５(3)に規定した専⾨的な知識及び技能を有し。かつ、当該科⽬に関す
る教育、研究⼜は実務の経験を有する者を除く。）を含む。） 
(2) 実習指導員 
実習指導員は、次の各号のいずれかに該当する者であること。 
① ⼀級⾃動⾞整備⼠（総合）の資格を有する者（⾃動⾞整備⼠の種類を⼆輪に限定する場合にあ
っては、⼀級⾃動⾞整備⼠（総合）⼜は⼀級⾃動⾞整備⼠（⼆輪。） 
② ⼆級⾃動⾞整備⼠（総合）の資格を有する者（⾃動⾞整備⼠の種類を⼆輪に限定する場合にあ
っては、⼆級⾃動⾞整備⼠（総合）⼜は⼆級⾃動⾞整備⼠（⼆輪）の資格） 
③ 学校教育法による⼤学若しくは⾼等専⾨学校（旧⼤学令（⼤正７年勅令第388号）による⼤学⼜
は旧専⾨学校令（明治36年勅令第61号）による専⾨学校を含む。以下「⼤学等」という。）⼜は⾼
等学校において機械、電気⼜は電⼦に関する学科を卒業した後、三級課程の実習指導員の補助とし
て２年以上の実務経験を有する者 
③ 前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者（⼀級⼜は⼆級課程の実習指導員の
資格を有する者（Ⅰ−３−５(3)に規定する者を除く。）を含む。） 

Ⅰ−2 ⼆級⾃動⾞整備⼠の養成課程 
⼆級⾃動⾞整備⼠の養成課程は、Ⅰ−１−5、Ⅰ−１−６、Ⅰ―1―8 の各号の規定によるほか、次に
規定するところによること。 
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旧通達 新通達 

⼆級⾃動⾞整備⼠（総合）の教育時間数は、学科 572 時間以上(⼆級⾃動⾞整備⼠（⼆輪）の養成

課程に関しては 570 時間以上)、実習 1143 時間以上(⼆級⾃動⾞整備⼠（⼆輪）の養成課程に関

しては 1140時間以上)であること。 

学科 実習 
ア ⾃動⾞⼯学 
イ ⾃動⾞整備関連 
ウ ⾃動⾞検査 
エ ⾃動⾞の整備に関する法規 

ア ⾃動⾞整備作業 
イ ⾃動⾞検査作業 

Ⅰ−2−4 教材 
教材は、⾃動⾞の⼀般的な知識及び技能の教育に必要なもので、養成しようとする整備⼠の種類に
対応した次のものが⼗分確保されていること。 
(1) 教材⽤の⾞両は、同時に教育を受ける者10名に１両以上を備えること。ただし、⾃動⾞整備⼠
の種類を総合に限定した養成施設にあっては、四輪⾞を必須とし、⼆輪⾞の部分を教育する際には
⼆輪⾞に替えて⼆輪⾞特有の構造を⽰す教材でもよいものとする。 
(2) 教材⽤のエンジン等は、同時に教育を受ける者10名に１基以上備えること。また、全体の内エ
ンジンは1基以上含まれること。ただし、⾃動⾞整備⼠の種類を総合に限定した養成施設にあって
は、四輪⾞のエンジンが備えられていればよいものとする。なお、教材⽤の⾞両に搭載されている
エンジンを教材⽤のエンジンの数に含めて差し⽀えない。 
(3) 省略 

Ⅰ−2−5 教育を⾏う者の資格
(1)学科指導員 
学科指導員は、次の各号のいずれかに該当し、担当する科⽬について専⾨的な知識及び技能を有す
る者であること。 
① ⼀級⾃動⾞整備⼠（総合）の資格を有する者（⾃動⾞整備⼠の種類を⼆輪に限定する場合にあ
っては、⼀級⾃動⾞整備⼠（総合）⼜は⼀級⾃動⾞整備⼠（⼆輪）。） 
② ⼆級⾃動⾞整備⼠（総合）の資格を有する者（⾃動⾞整備⼠の種類を⼆輪に限定する場合にあ
っては、⼆級⾃動⾞整備⼠（総合）⼜は⼆級⾃動⾞整備⼠（⼆輪）。）で、三級課程の学科指導員
⼜は⼆級課程の学科指導員の補助として2年以上の実務経験を有する者 
③⼤学等において機械、電気⼜は電⼦に関する学科を卒業した者 
④⾼等学校の⼯業課程（⼯業実習を含む。）の教員免許を取得している者 
⑤道路運送⾞両法（昭和26年法律第185号）第74条第1項に規定する⾃動⾞検査官の経験を有する者
⑥前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者（⼀級課程の学科指導員の資格を有す
る者（Ⅰ−３−５(3)に規定した専⾨的な知識及び技能を有し。かつ、当該科⽬に関する教育、研究
⼜は実務の経験を有する者を除く。）を含む。） 
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旧通達 新通達 

(2) 実習指導員 
実習指導員は、次の各号のいずれかに該当する者であること。 
① ⼀級⾃動⾞整備⼠（総合）の資格を有する者（⾃動⾞整備⼠の種類を⼆輪に限定する場合にあっ
ては、⼀級⾃動⾞整備⼠（総合）⼜は⼀級⾃動⾞整備⼠（⼆輪。） 
② ⼆級⾃動⾞整備⼠（総合）の資格を有する者（⾃動⾞整備⼠の種類を⼆輪に限定する場合にあっ
ては、⼆級⾃動⾞整備⼠（総合）⼜は⼆級⾃動⾞整備⼠（⼆輪）の資格） 
③ 学校教育法による⼤学若しくは⾼等専⾨学校（旧⼤学令（⼤正７年勅令第388号）による⼤学⼜
は旧専⾨学校令（明治36年勅令第61号）による専⾨学校を含む。以下「⼤学等」という。）⼜は⾼
等学校において機械、電気⼜は電⼦に関する学科を卒業した後、三級課程の実習指導員の補助とし
て２年以上の実務経験を有する者 
③ 前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者（⼀級⼜は⼆級課程の実習指導員の資
格を有する者（Ⅰ−３−５(3)に規定する者を除く。）を含む。） 
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旧通達 新通達 
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旧通達 新通達 

Ⅰ―４ ⾃動⾞⾞体・電⼦制御装置整備⼠の養成課程 
⾃動⾞⾞体・電⼦制御装置整備⼠の養成課程は、Ⅰ―1―5及びⅠ−1−8の各号によるほか、次に
規定するところによること。 
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旧通達 新通達 

修業年限を1年以上とすることができる。 
(1) ⼀種養成施設において⼆級⾃動⾞整備⼠（総合）の養成課程を修了した者
(2) ⼀種養成施設において三級⾃動⾞整備⼠（総合）の養成課程を修了した者
(3) ⾃動⾞に関する学科を有する⼤学であって国⼟交通⼤⾂が定めるものにおいて⼆級⾃動⾞整
備⼠（総合）の養成課程を修了した者 
(4) ⾃動⾞整備技術の教育を⾏う機関であって国⼟交通⼤⾂が定めるものにおいて三級⾃動⾞整
備⼠（総合）の養成課程を修了した者 

学 科 実 習
ア ⾃動⾞⼯学 
イ ⾃動⾞整備関連 
ウ ⾞枠及び⾞体・電⼦制御装置の構造 
エ ⾞枠及び⾞体・電⼦制御装置の整備 
オ ⾃動⾞検査 
エ ⾃動⾞の整備に関する法規 

ア ⾃動⾞整備作業 
イ ⾞枠及び⾞体・電⼦制御装置の整備作業 
ウ ⾃動⾞検査作業 

Ⅰ―４−5 実習⽤機械設備 
同時に教育を受ける者の⼈数に応じて適切な数の別表３に掲げる機械設備を保有すること。 

Ⅰ―４−3 教科書 
教科書は、⾞枠及び⾞体・電⼦制御装置の⼀般的な知識及び技能並びに⾃動⾞の基礎整備技術の

教育に適切なものであること。 

Ⅰ―４−4 教材 
教材は、⾞枠及び⾞体・電⼦制御装置の⼀般的な知識及び技能並びに⾃動⾞の基礎整備技術の教

育に必要な次のものが⼗分確保されていること。 

(1) 教材⽤の⾞両は、同時に教育を受ける者10⼈につき１両以上を備えること。 

(2) 教材⽤の⾞枠及び⾞体・電⼦制御装置関係主要部品は、同時に教育を受ける者に必要な数
を備えること。 
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旧通達 新通達 

(1)学科指導員 
学科指導員は、次の各号のいずれかに該当し、担当する科⽬について専⾨的な知識及び技能を
有する者であること。 
① 一級又は二級の養成課程（総合に限る）の学科指導員の資格を有する者

② 自動車車体・電子制御装置整備士として３年以上の実務経験を有した後、日整連の行う指導

員に関する講習を修了した者 

③ 自動車車体・電子制御装置整備士の資格を有する者で、自動車車体・電子制御装置整備士養

成課程の学科指導員の補助として２年以上の実務経験を有する者 

④ 前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(2) 実習指導員

実習指導員は、次の各号のいずれかに該当する者であること。 

① 一級又は二級課程（総合に限る）の実習指導員の資格を有する者

② 自動車車体・電子制御装置整備士若しくは二級自動車整備士（総合）の資格を取得してから

３年以上の実務経験を有する者 

③ 前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
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旧通達 新通達 
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旧通達 新通達 
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旧通達 新通達 
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旧通達 新通達 
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旧通達 新通達 
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旧通達 新通達 
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旧通達 新通達 

【ジャッキ】 
ガレージ・ジャッキ、エア・ジャッキ、⼆輪⽤リフト、⼆輪⽤スタンド（追加）（すべての課
程） 

【リジッド・ラック】（すべての課程追加） 

【ダイヤルゲージ付トースカン】（削除） 

【洗⾞機器】（3級でも必須） 

【給脂器具】（3級でも必須） 

【リフト】（3級でも必須） 

【タイヤゲージ】、【タイヤ・デプスゲージ】、【ホイールバランサ】（3級でも必須） 

【スプリングテスタ】（削除） 

【バルブ・シート・カッター】（削除） 
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旧通達 新通達 

【エンジン診断機器】（削除） 

【外部診断機】（１級で必須） 

【噴射ポンプテスター】（削除） 

【ジーゼル・エンジン回転計】【ジーゼル・エンジン⽤コンプレッション・ゲージ】 
（すべての課程で必須） 

【エンジン・タコ・テスタ】【タイミング・テスタ】（すべての課程で必須） 

【検⾞装置】（すべての課程で必須） 

【サイド・スリップ・テスタ】（備考の変更） 
定置式（四輪アライメント・テスタを有する場合は不要） 

【ホイール・アライメント・テスタ】（名称の変更）→【四輪アライメント・テスタ】 

【トーイン・ゲージ】【キャンバ・キャスタ・キングピン・ゲージ】【ターニング・ラジアス・
ゲージ】の備考が追加 
（四輪アライメント・テスタを有する場合は不要） 

【振動計】（１級のみが必須） 

【⾼度な整備技術の養成に必要な機械設備】（３級のみが備えなくても良い） 

【オシロスコープ】（全ての課程で必須） 

【⼀酸化炭素測定器】【炭化⽔素測定器】（３級も必須） 
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旧通達 新通達 

【リジッド・ラック】（追加） 

【ダイヤル・ゲージ付トースカン】（削除） 

別表３⾃動⾞⾞体・電⼦制御装置整備⼠の養成課程 
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旧通達 新通達 

計測および点検機器【外部診断機】（追加）膜厚計の下 

【サイド・スリップ・テスタ】（備考の変更） 
定置式（四輪アライメント・テスタを有する場合は不要） 

【ホイールアライメント・テスタ】（機器名の変更）→四輪アライメント・テスタ 

【トーイン・ゲージ】【キャンバ・キャスタ・キングピン・ゲージ】【ターニング・ラジアス・ゲ
ージ】の備考が追加 
（四輪アライメント・テスタを有する場合は不要） 
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